
 雇用保険の被保険者について  

基本的な考え⽅ 
 雇⽤される労働者は、通常・パート・アルバイト・派遣等、名称や雇⽤形態にかかわらず、①1 週間の所定労働時間が 20 時
間以上であり、②31 ⽇以上の雇⽤⾒込みがある場合には、原則として被保険者になります。 
労働者の届出 
 新たに労働者を雇⼊れた場合は、その都度、事業所を管轄するハローワークに「雇⽤保険被保険者資格取得届」の提出が必
要です。 
 また、雇⽤保険被保険者が離職した場合は、「雇⽤保険被保険者資格喪失届」と失業給付額等の決定に必要な「離職証
明書」の提出が必要です。 
被保険者の範囲 
 適⽤事業所に雇⽤される労働者は、次の「被保険者とならない者」を除き、本⼈が希望するか否かにかかわらず被保険者とな
り、雇⽤保険料の申告納付が必要です。 

 
※平成 29 年 1 ⽉ 1 ⽇より 65 歳以上の労働者についても雇⽤保険の適⽤対象となりました。 
※被保険者について詳しいことは、お近くのハローワークへお問い合わせください。 


